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　水俣病をめぐっては，1971 年の新潟地裁判決

(昭 46・9・29 判例時報 642・96)や 1973 年の熊

本地裁判決(昭 48・3・20 判例時報 696・15)がチ

ッソや昭和電工の損害賠償責任を認めたことを受

けて，1973 年に，水俣病と認定された被害者に

対して補償を行う制度(公害健康被害補償法)が作

られ，1995 年には，「救済対象者」に一時金の支

払や医療費・療養手当の支給を行うという「政府

解決策」が行われた．さらに，2009 年には，特

別措置法が制定され，やはり，対象者に一定の金

額の救済が行われた．しかし，これらによっても，

すべての被害者が救済されるというには程遠い状

況であり，公式発見である 1956 年からすでに 60

年以上を経過した現在も，なお，水俣病問題は解

決されていない．

　水俣病をめぐる訴訟では，他の公害事例と異な

り，「病像」を中心とした議論が行われてきた．

つまり，一定の症状(ないし昭和 52 年判断条件の

場合その組み合わせ)から，水俣病の「病像」を

作り，その「病像」の範囲に入るかどうかという

形で議論がなされてきたのである．その原因とし

ては，初期の段階においては，「典型的水俣病」

とその救済に注目が集中した結果，「水俣病＝特

異性疾患」という理解が形成されたこと，訴訟に

おいても，救済制度における認定問題と連動した

議論が行われてきたこと，疫学調査の不在ないし

不十分性(これは，調査を怠った国や県の責任で

もある)といった事情が挙げられる．しかし，狭

い「病像」で捉えきれない被害者の救済が問題に

なるようになる中で，このような議論の限界は明

らかとなってきている．さらに，公害健康被害補

償法における認定について言えば，2013 年に，

52 年判断条件の機械的適用を否定した最高裁判

決(民集 67・4・1114，判例時報 2188・42)がでて

おり，ここでも，あらためて水俣病における因果

関係証明のあり方が問われるようになっている．

　本特集は，このような状況にあって，熊本・大

阪・東京の各地裁において争われているノーモ

ア・ミナマタ第 2次訴訟を中心的な検討対象とし，

水俣病は(メチル水銀化合物という有害物質を含

んだ魚介類の摂取によって起こった)食中毒事件

であるという特質を踏まえるならば，食中毒事例

において原因(因果関係)解明に大きな役割を果た

す疫学的手法による因果関係の解明が有用ではな

いかという問題意識からの分析・検討を行うもの

である．

　最初の淡路論文は，水俣病問題と訴訟の現状に

ついて総括的な整理と分析を行う．次いで，津田

論文は，疫学とはどのようなものであり，それは，

水俣病事件でどのような意義を有するかを解説し，

その上で，水俣地域で行われた調査結果では四肢

末梢優位の感覚障害が極めて高い確率で生じてい

ることから，因果関係の認定が可能であることを

主張する．これを受けて，渡邉論文は，これまで

の公害訴訟において疫学的因果関係がどう使われ

てきたかを明らかにし，吉村論文及び吉田論文が，

疫学知見が法的な因果関係の証明において持つ意

味を検討する．最後の座談会では，論文を執筆し

た 4人の法律研究者に，原告弁護団，現地で水俣

病の診療や調査に携わっている医師が加わり，水

俣病の現状，水俣病訴訟において疫学が持つ意味，

訴訟の課題等が幅広く議論されている．
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